
調布市議会改革検討代表者会議第２３回会議日程 

 

平成２５年１月７日 午前１０時 

                 於   全 員 協 議 会 室 

 

１ 第２２回代表者会議合意事項【合意資料１６】 

⑴  一問一答方式の導入について 

⑵  本会議場の対面演壇設置について 

⑶  通年議会について 

⑷  議長の議会招集権について 

⑸  反問権の付与について 

⑹  委員会視察先決定方法について 

⑺  行政現場体験について 

⑻  市政調査費について 

 

２ 検討・協議事項  

⑴  基本構想特別委員会設置について 

 

⑵  議会基本条例について 

 

３ その他 

 

 

 

合意資料１６：第２２回代表者会議における合意事項 
資料６７：基本条例（案）検討資料（前文） 



合 　意 　事　 項 第23回代表者会議報告
（平成２５年１月７日）

分
提
案

合意資料16

予算 主旨・目的

１．一問一答方式の導入について（整理表協議事項番号１１）

分
　
野

案
番
号

方向性確認事項分野別提案事項一覧表
座　　長　　案

合意資料16

74 一般質問の一問一答制導入

⑦
議
会
と
市
長
・
執

①質疑や論
点が明確に
なる。
②議論の活
性化が期待
される。

■市政の課題に関す
る論点を市民に明ら
かにするため，一般
質問は「一括質問方
式」と「一問一答方
式」のどちらかを選
択する方法により行

□一般質問は，一括質問方式と一問一答
方式の選択制のもとで，平成２５年第１
回定例会から本格実施していく。
□課題等が生じたときは，議会運営委員
会においてその課題等を協議し改善を図
る。

合意資料16

77 一問一答制の導入（段階的には再質問からでも）

執
行
部
と
の
関
係

択する方法により行
うものとする。

合意資料16

70 本会議場における対面演壇（質問席）の設置 ○

２．本会議場の対面演壇設置について（整理表協議事項番号１０）　

⑦
議
会
と

一般質問
は，理事者
に質問する
ことから理

□一般質問における質問は，本会議場中
央の理事者に対面する位置に質問者席を
本格（固定）設置する質問者席から行
う。設置時期はできるだけ速やかに設置

■一般質問は，理事
者へ対面する質問者
席で行うものとす
る。

合意資料16

71 一般質問を対面式に ○

と
市
長
・
執
行
部

ことから理
事者に対面
する質問者
席を設置す
る。

う。設置時期はできるだけ速やかに設置
していく。
□本会議場における発言場所の確認
　◎議長席前の演壇で行う発言
　　代表質問，委員長報告，諸報告
　◎理事者に対面する質問者席で行う発
　　言

般

る。

合意資料16

72
質問者席の設置（理事者側と対峙し質問、答弁の間は着席。従来手
法との選択制も視野に） ○

部
と
の
関
係

　　一般質問
　◎議員自席で行う発言
　　上程時質問，議案の審査結果に対す
　　る討論，請願・陳情審査結果に対す
　　る異議及び異議に対する異議の発言

合意資料16
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合 　意 　事　 項 第23回代表者会議報告
（平成２５年１月７日）

予算 主旨・目的

分
　
野

提
案
番
号

方向性確認事項分野別提案事項一覧表
座　　長　　案

号

⑧
議
会

閉会期間を
なくし，必
要に応じて

■今後の議会運営上
のメリット，デメ
リットを検証する中

３．通年議会について（整理表協議事項番号１６）

□平成２４年９月の地方自治法の一部改
正により，条例化することにより通年の
会期とすることが可能となった。しかし会

の
機
能
強
化
へ

90
通年議会（年１回首長が議会を招集し、議長判断で休会・再開を繰
り返す）の提案

要に応じて
本会議・委
員会を開け
るようにす
る制度

リットを検証する中
で，理事者にも協力
を求め検討してい
く。

会期とすることが可能となった。しかし
ながら，通年議会は，議会機能の強化へ
のメリットも考えられるが，市長等執行
機関側の理解と課題も考えられる。こう
したことから，通年議会の提案は，議会
運営委員会に諮問し検討してもらうとと
もに，理事者にも相談していくこととす
るへ

向
け
て

４．議長の議会招集権について（整理表協議事項番号１７）

る。
□今後の議会運営の中期的課題として，
継続して検討していく。

91 議長が、議会の招集権を行使できるようにする

⑧
議
会
の
機
能

議会の招集
権は法第
101条第１
項の規定に
基づき市長
にある。議

□平成２４年９月の地方自治法の一部改
正により，議長等の臨時会の招集請求に
対して長が招集しないときは，議長が臨
時会を招集することが可能となった。し
かしながら，議会の招集権は法第101
条第１項の規定に基づき市長にある。議

■地方自治法の範囲
内で議会運営を行っ
ていく。

92 議長に議会招集権を持たせる

能
強
化
へ
向
け

にある。議
長に招集権
を付与する
ことによる
メリットを
地方議会か
ら声を上げ
ていく

条第１項の規定に基づき市長にある。議
長が議会を招集できるようにするには，
さらに自治法の改正が必要である。
□今回の通年議会の実施が可能となる法
改正により，議会が必要と認めるとき，
随時，議会を開催できることは制度上可
能となったので，現行の自治法の範囲内
での議会運営を行 ていく

75 問 答形式とし 反問権を付与

５．反問権の付与について（整理表協議事項番号１１）

⑦
議
会

理事者へ反
問権を付与

□一般質問の一括質問，一問一答方式の
質問方法に慣れ，習熟度を増してから再

■反問権の付与につ
いては，引き続き検

て ていく。 での議会運営を行っていく。

75 一問一答形式とし、反問権を付与

76 一問一答、一括質問が選択できる規定の整備（反問権も付与する）

会
と
市
長
・
執
行
部
と
の
関
係

問権を付与
することに
より，議論
の活性化が
期待され
る。

質問方法に慣れ，習熟度を増してから再
度検討していく。
□反問権の付与については，引き続き検
討していくこととする。

いては，引き続き検
討していく。

2 



合 　意 　事　 項 第23回代表者会議報告
（平成２５年１月７日）

予算 主旨・目的

分
　
野

提
案
番
号

方向性確認事項分野別提案事項一覧表
座　　長　　案

号

⑧
議

委員会の視
察について
は，視察先

□今後，全員協議会
を開催し，全議員に
説明していく。

■委員会の視察につ
いては，委員会で十
分議論し，透明性や

６．委員会視察先決定方法について（整理表協議事項番号２１）

□視察先の決定については，正副委員長
に一任せず委員会で調査事項を十分議論
（自由討議）する中で決定すること。議

会
の
機
能
強
化

113 委員会視察先決定方法等検証

は，視察先
決定から視
察後の報告
等を含め，
透明性を図
る。

説明していく。 分議論し，透明性や
説明責任を果たす。

（自由討議）する中で決定すること。
□視察日程は，２泊３日だけでなく，視
察先を考慮する中で，１泊や日帰りを含
め，弾力的に決定すること。
□視察後は，委員会等で振り返り，必要
に応じて，委員間で市政に生かせる点な
どを協議するとともに，その報告は，議
会報告会や本会議における視察報告を行化

へ
向
け
て

会報告会や本会議における視察報告を行
うことに繋げること。
□各委員会は，視察に関して十分な議論
（自由討議）を図り，視察後の報告等も
含め弾力的な運用及び説明責任を図るこ
と。

⑩
そ
の
他

126
議員全員の行政現場体験を義務付け（1年に1現場1週間の実務体
験）

行政現場の
実体験を経
験する。

■議員それぞれの判
断でお願いする。

７．行政現場体験について（整理表協議事項番号２８）

□行政と議員は，それぞれ本来の役割が
あり，議員それぞれの判断でお願いす
る。

他

⑩
そ

127
市政調査費の大幅アップを要求（政治・行政の先進事例習得、市民

８．市政調査費について（整理表協議事項番号２９）

□政務活動費（市政調査費）の交付額に
ついては，市長の諮問機関である特別職そ

の
他

127
市政調査費の大幅アップを要求（政治・行政の先進事例習得、市民
への広報）

，市 機関 特 職
報酬等審議会の諮問事項であることか
ら，審議会の判断に委ねる。
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議 会 基 本 条 例 （ 案 ） 検 討 資 料  

前 文  

修 正 案 ２  代 替 案  修 正 案 ３  
 
住民が自治体の長及び議会の議員を直接選挙

するという二元代表制の下、調布市民の代表と
して選ばれている議員と市長は、それぞれが市
民の負託に応える重要な役割と責任を担ってい
ます。 

市 長 は執 行 機 関 であり、議 会 は議 事 機 関 で
あるという役 割 に違 いがありますが、住 民 の代 表
機 関 としては対 等 な関 係 にあります。 

議 会 は合 議 制 の機 関 として、市 長 は独 任 制
の機 関 として、それぞれ異 なる特 性 を生 かして、
市 民 の意 思 を市 政 に的 確 に反 映 させるために、
競 い合 い、協 力 し合 いながら、調 布 市 としての最
良 の意 思 決 定 を導 く共 通 の使 命 が課 せられて
います。 
また、近年の地方分権の進展により、地方自治

体の自己決定権は拡大され、議会の役割と責務
もますます重要なものとなっています。 
このため、調布市議会は政策決定並びに市長等

の事務の執行について監視及び評価を行うとと
もに、議員間の活発な討議により政策立案及び
政策提言を行う機関となることが求められてい
ます。 
 

そのため、住 民 代 表 である市 議 会 は、住 民に
わかりやすく開かれた議会運営のもと、住民の
意見を正しく汲み取り，住民への情報提供と共
有化を図り、調 布 市 の行 財 政 運 営 に反 映 させな
ければなりません。 

 
こうした認識を住民とともに共有し、持続可

能で自律したまちづくりを進め、議会の使命を
果たすため、調布市議会の基本となる条例を制
定します。 
 

住民が自治体の長および議会の議員を直接選
挙するという二元代表制の下、調布市民の代表
とし選ばれている議員と市長は、それぞれが市
民の負託に応える重要な役割と責任を担ってい
ます。 
 議会は合議制の機関として、市長は独任制の
機関として、それぞれ異なる特性を生かして、
市民の意思を市政に的確に反映させることが必
要です。 
近年の地方分権の推進により、地方自治体の自

己決定権は拡大され、議会の役割と責務もます
ます重要なものとなっています。 
このため、調布市議会は政策決定並びに市長等

の事務の執行について監視及び評価を行うとと
もに、政策立案及び政策提言を行う機関となる
ことが求められています。 
公平性、公正性及び透明性を確保し、市民にわ

かりやすく開かれた議会運営のもと、市民への
情報提供と共有化を図り、市民との対話を重ね
るとともに、議員間の活発な議論により政策提
言や政策立案を積極的に行っていくものです。
こうした認識を市民とともに共有し、持続可能

な自立したまちづくりを行い、議会の使命を果
たすため、調布市の議会の最も基本となる条例
を制定します。 

 

住民が自治体の長及び議会の議員を直接選挙
するという二元代表制の下、調布市民の代表と
して選ばれている議員と市長は、それぞれが市
民の負託に応える重要な役割と責任を担ってい
ます。 

市 長 は執 行 機 関 であり、議 会 は議 事 機 関 で
あるという役 割 に違 いがありますが、住 民 の代 表
機 関 としては対 等 な関 係 にあります。 

議 会 は合 議 制 の機 関 として、市 長 は独 任 制
の機 関 として、それぞれ異 なる特 性 を生 かして、
市 民 の意 思 を市 政 に的 確 に反 映 させるために、
競 い合 い、協 力 し合 いながら、調 布 市 としての最
良 の意 思 決 定 を導 く共 通 の使 命 が課 せられて
います。 
また、近年の地方分権の進展により、地方自治

体の自己決定権は拡大され、議会の役割と責務
もますます重要なものとなっています。 
このため、調布市議会は政策決定並びに市長等

の事務の執行について監視及び評価を行うとと
もに、議員間の活発な討議により政策立案及び
政策提言を行う機関となることが求められてい
ます。 
 

そのため、住 民 代 表 である市 議 会 は、住 民に
わかりやすく開かれた議会運営のもと、住民へ
の情報提供と共有化を図り、住民との対 話 等 を
通 じて意見を正しく汲み取り，調 布 市 の行 財 政
運 営 に反 映 させなければなりません。 
 

こうした認識を住民とともに共有し、持続可
能で自律したまちづくりを進め、議会の使命を
果たすため、調布市議会の基本となる条例を制
定します。 
 

資料６７ 




